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１ 特別保護地区の概要

（１）特別保護地区の名称

男女群島特別保護地区

（２）特別保護地区の区域

長崎県五島市所在男女群島（男島、クロキ島、寄島、ハナグリ島及び女島）の区域
お し ま じ ま よ り し ま じ ま め し ま

（３）特別保護地区の存続期間

平成25年11月１日から平成45年10月31日まで（20年間）

（４）特別保護地区の指定区分

集団繁殖地の保護区

（５）特別保護地区の指定目的

当該区域は、長崎県五島市に属し、五島列島の福江島から南南西の海上約70キロメ

ートルの位置にあり、東シナ海に浮かぶ絶海の孤島である。男島、クロキ島、寄島、

ハナグリ島及び女島で構成され、総面積は416ヘクタールである。島の周囲は高い海

蝕崖で形成され、上陸できる海岸は男島、女島の数カ所しかなく、現在は無人島とな

っている。また、気候が温暖で水量も豊富なことから、タブ、モクタチバナ等の照葉

樹で構成される密林が発達している。

当該区域は、絶海の孤島で天敵がいないこと、周囲は対馬海流が分岐する海域であ

り、鳥類の餌となる魚類に恵まれていることから、オオミズナギドリ、カツオドリ等

の水鳥の集団繁殖地となっている。また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存

に関する法律（平成４年法律第75号）に基づく国内希少野生動植物種に指定され、南

西諸島と男女群島の森林のみに生息するアカヒゲを始め、国の天然記念物に指定され

ているカラスバト等が生息している。

このように、当該区域は主に多様な鳥類の集団繁殖地として重要であることから、

集団繁殖地の保護区として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法

律第88号）第29条第１項に規定する特別保護地区に指定し、当該区域に生息するこれ

らの鳥類及びその生息地の保護を図るものである。

２ 特別保護地区の保護に関する指針

（１）保護管理方針

１）当該区域は、専門家と同行の上、鳥類の生息状況調査及び巡視を行い、区域内の鳥

類の生息状況の把握に努める。また、関係機関等との連携を図り、鳥類の繁殖地及

び生息地としての適正な保全を図る。



３ 指定する特別保護地区の土地の地目別面積及び水面の面積

総面積 416 ha

内訳

ア 形態別内訳

林 野 416 ha

農耕地 － ha

水 面 － ha

その他 1 ha

イ 所有者別内訳

国有地 416 ha 保安林 415ha

制限林 415ha 砂防指定地 －ha

林野庁所管 415ha その他 －ha

国有林 普通林 －ha

文部科学省所管 －ha

財務省所管 － ha

国有林以外の国有地

国土交通省所管 1 ha

都道府県有地 －ha

地方公共団体有地 － ha

市町村有地等 －ha

私有地等 － ha

公有水面 － ha

ウ 他の法令（条例を含む）による規制区域

自然環境保全法による地域 －ha 自然環境保全地域特別地区 －ha

自然環境保全地域普通地区 －ha

自然公園法による地域 －ha 特別保護地区 －ha

特別地域 －ha

普通地域 －ha

文化財保護法による地域 416ha

（名称 男女群島（国指定天然記念物））

４ 指定区域における鳥獣の生息状況

（１）当該地域の概要

ア 特別保護地区の位置

当該地域は、長崎県五島市に属し、五島列島の福江島から南南西の海上約70キ

ロメートルの位置にあり、東シナ海に浮かぶ絶海の孤島である。



北から、男島、クロキ島、寄島、ハナグリ島及び女島で構成され、総面積は416

ヘクタールである。島の周囲は高い海蝕崖で形成され、上陸できる海岸は男島・

女島の数カ所しかない。

イ 地形、地質等

地形について、男島は、本群島最大の面積（2.81平方キロメートル）を有し、東

西に長く伸びた台地状地形を呈しており、最高点は217メートルである。女島は、

本群島２番目の面積（1.34平方キロメートル）を有し、ひょうたん型にくびれて南

北に分かれており、最高点は本群島で最高の283メートルである。クロキ島、寄島、

ハナグリ島の３島は、いずれも小面積（0.7平方メートル）の小島であるが、標高

は100メートル以上あり、極めて急峻で上陸は困難である。

地質は、溶結凝灰岩である。

ウ 植物相の概要

植生は、タブ、モクタチバナを中心に、その他ヤブニッケイ、マサキ及び海岸草

本植生等から成り立っている。

エ 動物相の概要

オオミズナギドリ、カツオドリ等の水鳥の繁殖地となっている。また、南西諸

島と男女群島の森林のみに生息するアカヒゲを始め、カラスバト等が生息してい

る。

（２）生息する鳥獣類

別表のとおり

（３）当該地域の農林水産物の被害状況

被害なし

５ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第32条の規定による補償に関する事項

当該区域において、第32条に規定する損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失

を補償する。

６ 施設整備に関する事項

（１）特別保護地区用制札 ５本

（２）案内板 １基


